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薬 第 2 8 5 8 号  

令和６年８月７日  

 

 

 

各関係団体代表者 様 

 

  

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長  

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

このことについて、厚生労働省医薬局長から別添のとおり通知がありましたので、貴会会

員に御周知くださいますよう通知します。 

また、同通知は当県ホームページ「薬事関係通知一覧」に掲載しております。 

なお、今般新たに指定された覚醒剤原料を施行日以降も取り扱う場合の手続きについて、

御不明な点がございましたら、問合せ先までご連絡ください。 

 

（通知要旨） 

１ 新たに９物質を覚醒剤原料に指定した。 

２ 施行日 令和６年８月 30日 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

問合せ先 

献血・薬物対策グループ 福田 

電話(045)210-4972 



 

薬 第 2 8 5 1 号  

令和６年８月７日  

 

 

各関係団体代表者 様 

 

 

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長  

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻

薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の公布について（通

知） 

 

 

このことについて、厚生労働省医薬局長から別添のとおり通知がありましたので、貴会

会員に御周知くださいますよう通知します。 

また、同通知は当県ホームページ「薬事関係通知一覧」に掲載しております。  

なお、今般新たに指定された麻薬、向精神薬又は特定麻薬向精神薬原料を施行日以降も

取り扱う場合の手続きについて、御不明な点がございましたら、問合せ先まで御連絡くだ

さい。 

 

 

（通知要旨） 

 １ 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正 

（１）新たに５物質を麻薬に指定した。 

（２）新たに１物質を向精神薬に指定した。 

（３）新たに９物質を麻薬向精神薬原料に指定した。 

２ 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正 

 １の（３）の９物質を特定麻薬向精神薬原料に指定した。 

３ 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正 

 １の（３）の９物質のうち、一定濃度以下のものについては、麻薬向精神薬原料に

関する規制の適用を除外することとし、これらの物質として 50％を超えて含有する物

について、麻薬及び向精神薬取締法施行規則別表第三に追加指定した。 

４ 施行日 令和６年８月 30日 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

献血・薬物対策グループ 福田、永石 

電話(045)210-4972 



 

                              薬 第 2 9 6 3 号  

令和６年８月７日  

 

（ 決 裁 日 ）

各関係団体代表者 様  

 

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第

15項に規定する指定薬物及び同法第 76条の４に規定する医療等の用途を定め

る省令の一部改正について（通知） 

 

このことについて、厚生労働省医薬局長から別添のとおり通知がありましたので、御了知

いただきますよう通知します。 

また、別添の通知は神奈川県ホームページ「薬事関係通知一覧」に掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

献血・薬物対策グループ 福田 

電話 (045)210-1111内線 4972 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 


